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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
外
国
為
替
管
理
特
別
会
計
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
外
国
為
替
管
理
特
別
会
計
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

現
在
外
国
為
替
特
別
会
計
の
現
金
残
高
は
、
国
庫
余
裕
金
操
替
使
用
分
二
百
五
十
億
円
を
含
め
百
十
五
億
三
千
五
百
万

円(

十
二
月
五
日
営
業
終
了
時)

と
な
つ
て
い
る
。 

外
国
為
替
特
別
会
計
の
実
体
を
な
す
も
の
は
、
わ
が
国
の
外
貨
資
金
の
集
配
機
構
で
あ
つ
て
、
輸
入
為
替
、
送
金
為
替

等
の
決
済
の
た
め
、
外
貨
資
金
の
売
却
が
行
わ
れ
れ
ば
、
外
国
為
替
特
別
会
計
と
し
て
は
円
の
受
入
と
な
り
、
輸
出
為
替

等
の
外
貨
代
り
金
の
買
取
が
行
わ
れ
れ
ば
、
外
国
為
替
特
別
会
計
と
し
て
は
円
の
支
拂
と
な
る
。
外
貨
資
金
の
売
買
に
伴

な
い
円
資
金
が
不
足
す
る
と
き
は
、
国
庫
余
裕
金
の
繰
替
使
用
又
は
外
国
為
替
資
金
証
券
の
発
行
等
に
よ
り
一
時
こ
れ
を

補
填
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

な
お
、
外
国
為
替
特
別
会
計
は
、
外
国
為
替
特
別
会
計
法
上
は
、
金
、
銀
、
地
金
の
売
買
が
出
来
る
こ
と
に
な
つ
て
い

る
が
、
現
在
金
、
銀
、
地
金
の
保
有
は
し
て
い
な
い
。 

二 

連
合
国

高
司
令
官
商
業
勘
定
、
連
合
国

高
司
令
官
綿
製
品
勘
定
、
連
合
国

高
司
令
官
淸
算
勘
定
及
び
ベ
ル
ギ
ー 



通
貨
地
域
現
金
勘
定
に
属
す
る
外
貨
資
金
は
、
外
国
為
替
特
別
会
計
法
上
は
外
国
為
替
特
別
会
計
に
属
す
る
も
の
と
し
て

取
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
当
初
は
そ
の
勘
定
の
経
理
だ
け
を
委
任
さ
れ
た
だ
け
で
そ
の
管
理
運
営
の
権
限
は
司
令
部
に

留
保
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
昨
年
末
か
ら
本
年
に
か
け
て
連
合
国

高
司
令
官
商
業
勘
定
の
機
能
を
引
継
ぐ
も
の
と
し

て
、
外
国
為
替
管
理
委
員
会
勘
定(

外
貨)

が
設
置
さ
れ
、
現
在
ま
で
数
次
に
わ
た
つ
て
一
億
五
千
万
米
ド
ル
及
び
二
千
七

百
万
英
ポ
ン
ド
の
外
貨
資
金
が
連
合
国

高
司
令
官
商
業
勘
定
よ
り
該
勘
定
に
移
転
さ
れ
、
又
該
勘
定
設
置
後
は
わ
が
国

の
取
得
す
る
、
外
貨
資
金
は
原
則
と
し
て
該
勘
定
に
入
金
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
外
国
為
替
管
理
委
員
会
勘
定
に
属
す

る
外
貨
資
金
は
総
司
令
部
の
監
督
の
下
に
、
そ
の
外
貨
予
算
制
度
に
よ
る
管
理
運
営
が
日
本
政
府
に
任
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
外
国
為
替
特
別
会
計
に
属
す
る
外
貨
資
金
の
残
高
に
つ
い
て
は
未
だ
公
表
の
段
階
に
致
つ
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




